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Ⅰ．問題設定
　性的少数者の存在が可視化されてきた近年、
性的少数者の活動を歴史的にたどる研究が蓄積
されている。出生時に割り当てられたジェンダ
ーとは異なるジェンダーを生きる／生きようと
する人々 (以下、これらの人々を指す包括的な
表現としてトランスジェンダーを用いる)の歴
史は、英語圏では異性装の実践や活動家の思想
がたどられたほか(Stryker[2017])、活動の場で

「ゲイ」や「トランスジェンダー」等のカテゴ
リー語が用いられる多義的な仕方も考察されて
きた(Valentine[2007])。
　現代日本におけるトランスジェンダーの自己
像や活動の展開を探るとき、1990年代中頃以降

「性同一性障害」(Gender Identity Disorder：
以下、GIDと表記)概念が普及した影響を無視
することはできない。というのもGID概念は、
男女の二値的な性別を前提としたうえで「心の
性」と「体の性」の不一致を解消するという解
釈枠組みをもたらし、これはトランスジェンダ
ー概念が世間に広まった現在でもトランスジェ
ンダー理解に影響していると考えられるためで
ある(東[2018])。
　加えて、医学的なガイドラインや「性同一性
障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」
(以下、特例法と表記)の成立といったGIDをめ
ぐる制度化は、トランスジェンダーの性別移行
をめぐるふるまいや自己像に変化をもたらした。
例えば、女装者がGID当事者間で周縁化された
こと(三橋[2010])や、ニューハーフがGID概念に

依拠せずに独自の自己像を維持しようとしたこ
と(McLelland[2004])が指摘されてきた。GIDと
いう医学的概念には、トランスジェンダー概念
のもとで当事者から批判が提起されたが、この
二項対立はトランスジェンダー概念を自己決定
や生き方と結びつけ、当事者によるGID概念の
アンビヴァレントな受容の仕方に関する考察を
抹消するものでもある(山田[2020])。
　そうであれば、GIDをめぐる制度化のもとで
トランスジェンダーが「女／男であること」の
多義的な解釈をおこなってきた仕方をさらに検
討 す る 必 要 が あ る だ ろ う。 こ の と き
Hacking[1986=2000]によれば、人々を区分する
カテゴリーはそれぞれの歴史をもち、これは専
門知のもとで生じる制度化と、ラベルを貼られ
た人々が新たな自己知を得て主体的にふるまう
仕方との相互作用から描かれうる。しかし、こ
れまでトランスジェンダーの自己像におけるカ
テゴリーへの同一化から個別的な性の主張への
焦点の移行は指摘されてきたが(石井[2018])、性
別移行をめぐる複雑な解釈の変遷は、トランス
ジェンダー、とりわけFTM⑴当事者による経験
の語りに基づいて十分に分析されてこなかった。
　そこで本稿では、『FTM日本』というミニコ
ミ誌の分析から、1990年代中頃から2010年頃ま
でにトランスジェンダーがGID概念をどのよう
に解釈し、そのもとで性別移行を多層的な仕方
でおこなってきたのか、その歴史的展開を明ら
かにする。まずⅡでは先行研究を検討し、Ⅲで
は分析対象とする『FTM日本』の概要と分析

GID(性同一性障害)をめぐる制度化がもたらす「性別移行」の多義的解釈
―『FTM日本』誌上におけるトランスジェンダーの実践から―
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方針を説明する。ⅣからⅥでは分析結果を示し、
Ⅶでは本稿で論じたことをまとめる。

Ⅱ．先行研究の検討
　まず先行研究に基づき、日本のGIDをめぐる
制度化の状況を整理したのちに(Ⅱ.1)、この制
度化のもとで性別移行について解釈してきたト
ランスジェンダーの実践をまとめ、本稿が取り
組むべき作業を説明する(Ⅱ.2)。

Ⅱ.1．GIDをめぐる制度化の展開
　はじめに日本におけるGIDをめぐる制度化の
展開を、先行研究および医療ガイドラインや特
例法の記述から確認する。
　日本では戦後から「性転換手術」がおこなわ
れていたが、1965年、男娼に「性転換手術」を
おこなった産婦人科医が優生保護法(現：母体
保護法)違反に問われた「ブルーボーイ事件」
以降、「性転換手術」は違法であるとの認識が
医療関係者に広まる(石田[2002])。GID概念のも
とで「正規医療」制度が整えられるのは1990年
代である。埼玉医科大学に「性転換手術」を求
める患者が訪れたことを機に、埼玉医科大学倫
理委員会がGID医療をめぐる審議を進め、1996
年にGID患者への手術は正当な医療行為である
と答申したのである。1997年には日本精神神経
学会がGIDの診断基準および、カウンセリング、
ホルモン療法、性別適合手術(Sex Reassignment 
Surgery：以下、SRS)という３段階の治療方針
を示したガイドライン初版を発表する。これは、
SRSが患者の同意を得て医学的に承認された手
段に依拠していることを主張し、「ブルーボー
イ事件」の判決を乗り越えてGID医療を確立さ
せようとするものだった(石田[2002])。翌1998
年には初めてガイドラインのもとでSRSが実施
される。
　ガイドラインではGIDの診断の基準として、
精神科医による養育歴や生活史、性行動歴の聞

き取りに基づくジェンダー・アイデンティティ
の判定が必要とされたほか、性別への嫌悪感や
反対の性別への持続的な同一感、反対の性役割
への希求から性別違和の実態を明らかにすべき
ことが記載された。このガイドラインには数回
の改訂が加えられ、当事者の多様性への対応お
よび治療の選択における当事者の自己責任が強
調されるようになる(石井[2018: 109-111])。
　GIDの診断を得て一定の要件を満たす者に戸
籍上の性別変更を認めた2003年の特例法制定は、
ガイドラインとも連動している。2008年の法改
正を経た要件は、第１に20歳以上であること、
第２に現に婚姻をしていないこと、第３に現に
未成年の子がいないこと、第４に生殖腺がない
こと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあ
ること、第５にその身体について他の性別に係
る身体の性器に係る部分に近似する外観を備え
ていることの５つである。４と５の要件を満た
すにはSRSを受ける必要があることから、GID
医療の有効性が確認されたとみなされたのであ
る。
　2003年以降、特例法制定について大衆メディ
アで報道され、ドラマ「３年B組金八先生」第
６シリーズでFTM当事者が取り上げられたこ
となどにより、GID概念は世間に知られるよう
になる(宮田[2018])。他方でトランスジェンダ
ー概念のもとで、GIDという医学的診断概念や
特例法の手術要件などへの批判や、性を越境す
る生き方を肯定する主張も対抗的になされてい
く(高橋[2008])。近年ではアメリカ精神医学会
によるDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュア
ル第５版)のもと、性別を男女の二値に限定し
ない性別違和(Gender Dysphoria)概念が日本の
医療現場で用いられているが、世界保健機関に
よるICD-11(国際疾病分類第11版)においてGID
概念が精神疾患から外され、性別不合(Gender 
Incongruence)として「性の健康に関連する状
態」に分類されたにもかかわらず、日本でGID
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概念は用いられ続けている。

Ⅱ.2． GID概念をめぐるトランスジェンダーの実
践

　ではGID概念の導入やそれに基づくガイドラ
インや特例法といった制度に対して、トランス
ジェンダーはどのような実践をおこなってきた
のか。
　まずGIDをめぐる制度化によって、トランス
ジェンダーは医療者が規定するTS(transsexual)
やTG(transgender)という概念を参照してふる
まうようになる。GID当事者にインタビューを
おこなった鶴田[2009: 121-131]によれば、DSM
に由来し手術による性器の変更を望む人を指す
TSは、性器の変更までおこなわない人を指す
TGが当事者間で用いられるようになると、同
様に当事者間で独自にカテゴリー化されるよう
になる。しかしGID概念が導入されると、TS
とTGは医療者によってGIDの下位カテゴリー
として再び定義される。トランスジェンダーは
これらの概念のもと「女」や「男」に性別移行
していくために様々な実践をおこなってきた。
MTFには「女装者」や“中途半端”な外見に
見られることを避け、一瞥で女に見られること
を目指すふるまいが見られた(鶴田[2009: 66-92, 
149-177])。FTMにおいても、2000年代前半に
GIDを疑ってカウンセリングに行く人が増加す
ると、当事者間では「GIDである」と“勘違
い”している人が批判的に「FTM」から差異
化されてきた(鶴田[2009: 78-201])。
　とはいえトランスジェンダーは、つねにTS
やGIDに自己同一化してきたわけではない。あ
るトランスジェンダー演劇団体の６回の演劇台
本(2000 ～ 2011)を分析した石井[2018: 143-190]
によれば、GID概念に結びつく性自認の一貫性
や外見の“男らしさ”は回を経ると強調されな
くなり、非当事者である他者を巻き込みながら

「自分らしく生きる」、個別性に焦点が移ってい

く。ただし石井は演劇台本のみを分析対象とし
ているため、一貫した焦点の変化が読み取れる
かどうか、他のテクストからさらに検討する余
地がある。
　実際、性カテゴリーへの同一化から個別性と
いう認識の変遷として単純には捉えられないト
ランスジェンダーの実践も記述されてきた。武
内[2020: 136-141]はミニコミ誌の分析から、
1990年代後半においてもあるグループにおいて
Xジェンダー概念のもとで性別二元制への反対
や典型的な性別移行をおこなう不安が表現され
たと指摘する。また吉野[2020]も、特例法制定
の運動のなかで周縁化される人々の語りや、
GID医療のもとで必要なケアを得られなかった
という語りから、性別二元制を強化するGID規
範を見出し批判してきた。
　このような性別移行の規範の限界や、対抗的
実践の指摘は重要だが、GIDをめぐる制度化の
影響のもとでおこなわれてきた性別移行にいか
なる多層的な解釈や時期による変化があったの
か、さらに検討する必要がある。例えば鶴田
[2016]は、近年ではGID概念は障害や病気とい
うよりも生き方の問題として当事者によって認
識されていると指摘している。ここで前提とさ
れているのは、かつて存在していたという、

「GID」と「トランスジェンダー」を病気か生
き方かという対抗的な区分として捉える解釈枠
組みである。GID概念を批判する論客の主張や
先行研究を検討した山田[2020]によれば、この
ような二項対立のもとで捉え損ねてしまう、当
事者によるGID概念のアンビヴァレントな受容
の仕方を分析の射程に入れる必要がある。ただ
し山田は、トランスジェンダーが実際にGIDを
めぐる制度化とのかかわりで二項対立的枠組み
を形成し、GID概念や性別移行を意味づけてき
た歴史的展開に焦点を当てていない。それゆえ、
専門家による分類のもとで人々がそれまでとは
異なる自己知や行為の可能性を得て、時に分類
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の仕方を新たに意味づけようとする実践の変遷 
(Hacking[1986=2000])が、GIDをめぐる制度化
の過程でどのように生じたのか、さらに探る必
要があるだろう。
　そこで本稿では、トランスジェンダーの経験
の語りに基づき、かれらがGIDをめぐる制度化
が生み出す困難を引き受けつつ、どのように

「女」「男」への性別移行を多層的に解釈してき
たのかを明らかにする。このとき本稿では、こ
れまで先行研究で十分に分析されてこなかった
FTM当事者によって語られたことを中心に論
じる。

Ⅲ．分析資料と分析方針
　本章では、分析対象とする資料とその分析方
針について説明していく。トランスジェンダー
による性別移行をめぐる解釈を探ろうとする本
稿では、かれらが経験を語り、情報共有やネッ
トワーク形成をおこなう場として重要であった
ミニコミ誌のうち、『FTM日本』を中心的な分
析対象とする。
　これは第一に、『FTM日本』は1994年から
2010年頃まで３、４か月に一度継続的に日本全
国に発行されており、その投稿からGIDをめぐ
る制度化が進む時期におけるトランスジェンダ
ーの語りの変遷を読み取りうるためである。

『FTM日本』は１冊40頁ほどで1200円の小冊子
であり、購読者数は創刊号の63名から徐々に増
え、投稿者が多い2003年頃には400名を超えて
いた。誌面は発行者である虎井まさ衛や読者か
らの文章やイラスト、漫画などの自由な投稿か
ら成り、投稿者への手紙が虎井によって回送さ
れることで交流がなされていた。また、医学的
治療を希望する人を精神科等に紹介するサービ
スがあったほか、医師や性科学者、法学者など
の専門家も購読者・投稿者であったため、専門
家がトランスジェンダーの語りに与える影響を
読み取ることもできる。

　第二に『FTM日本』からは、GID概念に批
判的な論客の主張に焦点を当てる先行研究が十
分に検討してこなかった、トランスジェンダー
がGID概念を受容してきた仕方を見出しうるた
めである。『FTM日本』を購読し投稿する主体
には、主宰者である虎井のFTMのTSとしての
立場が影響して、二値的な性別理解のもと性別
移行を進めていこうとする傾向があると考えら
れる。虎井は、1986年に週刊誌において日本で
初めてFTMのTSであることを公言し、1989年
にサンフランシスコで手術をおこなった人物で
あり、「同志同士のネットワークを作」るため、
FTM Newsletter⑵を手本として『FTM日本』
の発行を始めた(虎井[1996:177])。虎井自身は

「アクティヴィスト」としての自己認識をもた
ず、「文学方面」から個人的な記録を残すこと
を好むが(虎井[2000: 9])、それでも毎号近況報
告として医療や法制度の状況を記録し、時に読
者に協力を呼びかけていた。実際、投稿者には
FTMが多いことが窺えるほか、虎井は自らに
送られる手紙を読んだ印象から、購読者には

「TS」の人や、手術や戸籍変更を経て購読をや
める人も多いという[41号 2004年7月: 6]⑶。した
がって『FTM日本』は、GIDをめぐる制度化
のもとでトランスジェンダー、とりわけFTM
が性別移行を解釈してきた仕方を探るうえで適
したテクストだと考えられる。
　具体的に本稿が分析するのは、『FTM日本』
全60号⑷のテクストであるが、必要に応じて誌
上で言及されているレズビアン雑誌など他のテ
クストも参照した。『FTM日本』誌上での交流
は、雑誌や活動の宣伝、医療情報や身体加工を
おこなった体験の共有、トランスジェンダーの
歴史的起源を探る試みなど多岐にわたる。なか
でも本稿では、GID医療の制度化にトランスジ
ェンダーが反応する仕方や、当事者間で活発に
議論された内容に注目したい。このような方針
のもと、テクストにおいてGIDやTSなどの医
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学的概念や、「男／女である」ことなどの自ら
の存在を定位する表現がどのように意味づけら
れているのかに着目して分析する。
　分析結果を記述する際に、『FTM日本』にお
いてすべての人がペンネームを用いているわけ
ではないと思われるため、虎井や一般書籍でペ
ンネームを用いて投稿している活動家を除き、
プライバシー保護のため基本的に匿名化してい
る。またこのような分析や引用の方針について
虎井にメール上で説明し、確認をとった。
　以下ⅣからⅥにおいて、分析結果をまとめる。
分析からは、GID概念の導入やガイドラインの
作成、特例法の制定といったGIDにかかわる制
度化の重要な局面において、投稿者が性別移行
について議論する内容に変化が読み取れた。Ⅳ
では、1996年頃からGID医療化が進む以前に医
療化や「普通」の男女であることを求めるトラ
ンスジェンダーの実践を論じる。Ⅴでは、1996
年から2000年頃、GID概念が導入されガイドラ
インが制定されたことが性別移行を多義的に解
釈することにつながった仕方を論じ、Ⅵでは
2001年頃から特例法制定の動きが現れGID概念
が世間に普及していく過程で生じる性別移行を
めぐる規範を論じていく。

Ⅳ． GID 制度化以前の「普通」に生きる
ことの希求：1994 年から 1996 年頃
まで

　まず1994年～ 1996年頃の『FTM日本』の投
稿から、埼玉医科大学の答申が出される以前の

「性転換」をめぐる主張が、MTFでは制度的問
題点を可視化するような活動において(Ⅳ.1.)、
FTMでは「オナベ」と「FTM」を差異化する
形でなされることを論じる(Ⅳ.2.)。

Ⅳ.1． 「TS」をめぐる制度的問題の解消に向けた
運動

　GID医療が整備される以前から、鶴田[2009]

が 指 摘 す る よ う に、「TS」「TG」「TV」
(transvestite)は当事者によって名乗られている。

『FTM日本』では、虎井の当事者性を反映する
形で、「TS」は「FTMTSであれば、どうにか
してペニスを付け、素っ裸の状態で男としか思
われない限り気が済まない」として性器の転換
から意味づけられ、「TV」は異性装者、「TG」
は「広義にはTVやTSも含むけれども、狭義に
はTVとTSの中間で、異性の性役割をもちたい
人」とされている[1号 1994年7月: 1]。1995年8
月に横浜で開催され、当事者と医師、性科学者
が一堂に会した第12回世界性科学学会のプログ
ラム「日本におけるトランスセクシュアリズ
ム」では、これらの概念定義が明確にされたほ
か、チラシには「トランスセクシュアリズム
(transsexualism)―生まれてきた身体がセクシ
ュアル・アイデンティティ (sexual identity)と
一致していないため、その修正を求める人々―
がテーマ」とあり[6号 1995年10月: 4]、医師や
性科学者において身体的な水準でのアイデンテ
ィティが議論されたことが窺える。虎井が一貫
した関心を示すのもこのような「TS」にとっ
ての「肉体的治療」であり、「医療・大学関係
の方々へのお願い」という記事でも、「真のTS
だと診断され、的確な治療を受けることこそ我
らの真の幸福なのです」として、診断書・ホル
モン投与、外科的治療への協力を求めている[1
号 1994年7月: 38]。
　ただし、すべての人が身体的治療に力点を置
く主張をしていたわけではない。「TS」概念の
もとで、「性転換」に付随していた社会的意味
づけへの異議申し立てや、差別の解消の主張も
なされていた。これらの主張をおこなったのは
主に、上記シンポジウムにもパネリストとして
参加することになるMTF当事者である。この
時期には、すでに女装交際誌『くいーん』や米
国コミュニティでの交流を経て性ホルモンや手
術の情報を得て、実際に身体加工しているとい
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う投稿も見出せる。

　彼女は徹底して手術反対、いや不要派なの
でした。彼女によれば、性転換手術が不十分
なものである以上、それをすることによって、
変化するものはなにもない。自分も本質的に
変わることがないし、手術をしたからと言っ
て周囲の眼も変わることはない。オカマはオ
カマ、と。結局のところ、果てしない自己満
足のために手術を「敢行」するのであって、
それじゃあ、あまりリスクが大き過ぎない？ 
[2号 1994年10月: 31]

　この投稿者は女性としてパスしている、すな
わち性別移行していることを見破られずに「普
通」の女性としてみなされる外見を獲得してい
るMTFの知人を例に、手術「不要派」の存在
を指摘する。ここには「オカマはオカマ」「リ
スクが大き過ぎない？」として、「性転換手
術」をおこなったとしても、「オカマ」ではな
く「女」として社会的受容されることが難しく、

「自己満足」にしかならないという諦念が示さ
れていると言える。
　このような社会的な「性転換」の位置づけは、
とくに「TSリブ」と虎井が呼んだ試みや「TS
スタディ」という勉強会において問題化されて
いく。「TSリブ」とは、1994年新宿で開催され
た日本初のゲイ＆レズビアンパレードにおいて、
あるMTF当事者が「こころに合った身体にな
ること　だから性転換　私が私であるために」
と書かれたプラカードを掲げ、プライバシーの
問題を懸念して表に立とうとしないTS当事者
が多かったにもかかわらず、素顔で街頭演説を
おこなった出来事である[3号 1995年1月: 3-7]。

『FTM日本』に載せられた「プラカード文面の
趣旨」には47のメッセージが掲載され、「一般
の人」に対して「性転換」は「オカマ」「恥ず
かしい病気」「風俗」「スタイル」ではなく「こ

ころの問題」であること、性転換者にも人権が
あること、「フツウに生きたい」「あたりまえの
ヒトになりたい」ことが主張された。また当事
者に対しては、声をあげて連帯することが呼び
かけられ、司法・行政に対しては、性染色体に
よって性別を決定しようとする戸籍法の改正や
公的機関での差別是正が訴えられている。

　染色体を重視する司法は、結果としてバス
トの大きい男性とペニスのある女性を生みだ
してしまい、しかもしらんぷりしています。
そんな人でもあたりまえの世の中ならいいん
です。でも、社会通念はそういう人を自由に
のさばらせるようにはできていないよう
で・・・・・・差別の構造とマイノリティー
の中にTSを放り込んでしまうのです。これ
では、司法がすすんでフリークスを作ってい
るようなものじゃないですか。これは、憲法
がうたう基本的人権はTSには適用されない、
TSは自由に生きちゃいけないといっている
ようなものじゃないですか。[3号 1995年1月: 
6]

　ここで念頭に置かれているのは、過去数回の
性転換による戸籍記載事項変更裁判であり、と
くに昭和54年に名古屋家裁が下した、性染色体
のみが人間の性別を決定するという見解である。
このような性別観は、「性転換」によって変容
した身体のありようを「社会通念」に沿わない
ものとして周縁化し、自由に生きることのでき
ない「マイノリティー」を生み出しているとし
て批判されている。
　麻姑仙女らが1995年に新宿で開催した「TS
スタディ」においても、「医療システム・保険
診療制度・家族法・税制年金など・職業選択の
自由」という５つの社会制度上の問題が検討さ
れている[4号 1995年4月: 2-6]。このとき、優生
保護法・戸籍制度の廃止や撤廃を求める他の運
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動とのつながりを模索すべきことや、医療シス
テムや保険診療制度においては「半陰陽者⑸」
との共通性が、家族法や税制年金、職業選択を
めぐっては「レズビアン・ゲイ」との共通性が
指摘され、TS以外の人々との協働も目指され
ている。これらの多様な性的少数者の協働を目
指す機運の高まりは、同時期に伏見憲明らが編
集した「クィア」という語を掲げた『クィア・
スタディーズ’96』などの一般書籍上でも、共
通する論者のもとで見てとれる。
　このように、TS概念のもとで身体的治療が
目指されただけでなく、とくにMTFにおいて
世間における「性転換」者への偏見を浮かび上
がらせ、「性転換」者が手術後も自由に生活で
きるように法律や社会的制度の是正を訴える試
みがなされた。

Ⅳ.2．「FTM」を「オナベ」から差異化する
　他方で1996年頃までのFTM当事者の投稿で
は、前項で見たような社会的制度や他の性的少
数者との協働の主張は、プラカードの主張への
賛同やプライバシーへの懸念の声が少数見られ
る程度で、ほとんどなされていない。
　FTMにおいては、「オナベ」への憧れの表明
と、それらの投稿を批判し「オナベ」と

「FTM」の境界を見出そうとする試みに焦点が
当てられていた。週刊誌のレズビアン言説を分
析したSugiura[2007]によれば、すでに1993年頃
から虎井は「FTMTS」を「オナベ」や「レズ
ビアン」とは異なるものとして位置づけている。
1994年の『FTM日本』でも、１号から「オナ
ベ」になりたいが身長が低いという悩みが投稿
され、２号では「も少し背が欲しい！」という
小特集が組まれている。この時期にはオナベバ
ーの広告も『FTM日本』に掲載され、オナベ
バーで働きたいがホルモン注射は必要なのかと
いった相談も多くなされていた。

　背が低くて悩んでいるオナベ君、男は身長
だ！三高だ！　けれどオナベは背じゃないよ、
オナベは男とは違うんだから、男のようにき
そい合ったりきょうそうしなくていいんだ
よ！オナベは顔だと思う、せっかく元女なん
だから美しいフェイスを武器にしようよ。[4
号1995年4月: 19]

　これは背が低いという身体的な特徴で悩む
FTMの読者に対して、「元女」であることから
得ている「美しいフェイス」を活かすことがで
きるとして、「オナベ」を「男」から差異化し、
特殊化しようとする投稿であると言える。だが
このような投稿に対しては、オナベバーは

「男」が働くようなところではないという主張
や、「オナベ」として働いた経験から、「オナ
ベ」には特有の水商売の適性が必要であるとし
て「TS」「TG」「TV」とは別枠でよいのでは
ないかという意見が寄せられている。
　このように「オナベ」が憧れや差異化の対象
とされたのは、FTMにおいて「オナベ」とし
て生きることが性別移行して生きる数少ない方
途であったためでもある。「FTM」であるがゆ
えの就職の困難は、1994年から2003年頃まで毎
号のように語られ、就職相談などを個別におこ
なう「FTM関西」や、1996年４月に新宿で会
合が開かれた「サークルFTM」などのサポー
トグループも形成されている。このような背景
のもと、「普通」の男性として生きていくこと
を目指すような投稿も見られる。

　TSである事情を十分に補っておつりがく
るくらい会社にとって有益な人間になりたい。
そう心の底から思う。‥‥‥僕の嫁が、「夫
がFTMであったこと（あること）」を少しで
も実感しないですむように、世間一般の奥さ
んと同じくらい幸せな人生を全うできるよう
に。[6号 1995年10月: 27]
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　投稿者は、会社において「有益」であるとい
う実力主義によって「TSである事情」を乗り
越えようとし、女性パートナーが「世間一般の
奥さん」と同じような人生を送ることを望んで
いる。ここで、会社で働き「嫁」を「幸せ」に
することは、「夫」としての役割にも結びつい
ていると考えられる。また「FTM」は特殊な
存在ではなく、「FTMであったこと」とまずは
過去形で表記されているように、出生時の性別
が女性であったという履歴を実感させない男性
でありたいことが強調されている。
　このようにGIDをめぐる制度化以前、「性転
換」しても生活の見通しがつかない状況のなか
で、FTMにおいては「オナベ」への憧れを示
しつつ「オナベ」とは異なる「普通」の男とし
て生きることが希求されていた。

Ⅴ． GID 概念に基づく性別移行：1996 年
から 2000 年頃まで

　1996年７月にSRSを正当な治療として認める
という答申が発表されると、「TSとTGを支え
る人々の会」(Trans-Net Japan：以下、TNJ)な
どのサポートグループが各地に成立したほか、
1997年にガイドラインが発表され、1998年には
FTMの第一例目の手術が実施された。これら
の出来事は虎井によって報告され、この時期に
は主にFTM当事者が投稿している。本章では
GID医療が導入された1996年頃から2000年頃ま
での投稿において、「TS」は「障害」なのかと
いう議論がなされ(Ⅴ.1.)、「男である」ことの解
釈にホルモン療法や手術を選択するかどうかが
入り込んだ仕方(Ⅴ.2.)を論じる。

Ⅴ.1．TSは「障害」なのか
　有薗[2004]が指摘するように、「タレントやゲ
イバー以外にも、生きる可能性を知り、希望が、
わきました」[11号 1997年1月: 18]などと、GID
概念がとくにMTF当事者に対してタレントや

ゲイバー以外の生きる選択肢を認識させた側面
はある。だが1996年から1997年頃のFTMの読
者による投稿からは、GID概念が導入されたこ
とに対する反発やとまどいが読み取れる。以下
の投稿では、手術を進めていこうとするFTM
当事者においても、TSを「精神病」から差異
化しようとしていることがわかる。
 

　御存じのように、TSは精神病ではない。
趣味や好みという次元の問題とも違うが、脳
や神経に何らかの要因のある、いわゆる“精
神病”ともあきらかに違う。私は、真性TS
に対する手術は『再建』であると考える。…
…手術の結果が機能的に、或いは外観的に、
思ったほどうまく出来ていなかったとしても、
真性のTSであれば、少なくとも‘元の身体
に戻りたい’とは絶対に思わないだろう。 
[10号 1996年10月: 5]

　ここで『再建』手術は「異常な状態を正常に
近づける手術」として位置づけられ、「正常と
いえる状態であるものをさらに本人の好みに合
わせて作り変える手術」としての「美容外科」
から差異化されている。このような差異化は、
外観的にうまくできていないとしても「真性の
TS」であれば「元の身体に戻りたい」とは思
わないという“身体違和”解消を優先する論理
のもと、「趣味や好みの次元」からTSを差異化
することを可能にしている。加えて、TSが

「精神病」とは異なることが強調されるのは、
性別違和感の訴えに基づいてGIDか否かが診断
されるために、確固とした「精神」の状態を主
張することが求められたためだと考えられる。
　また、『FTM日本』が広告を載せていたレズ
ビアン・バイセクシュアル女性向けの雑誌

『Anise』に以下の語りが掲載されたことに端
を発した議論でも、「病気」や「障害」に付随
する社会的意味づけをどのように捉えるかが複



27

数の仕方で問題化されていく。

　いつのまにか病気扱いされているではない
か。「性同一性障害」と病名をつけられ、精
神の病気にされてしまったら、何も知らない
世間の差別につながりかねない‼僕らは病気
なんかじゃないよ‼ [Anise 2号 1996年10月: 
95]

　ここではGID概念によって「精神の病気」と
意味づけられることが、世間からの「差別」に
つながるのではないかという懸念から反発され
ている。この投稿に対して、「一緒にされたく
ない」という障害者への毛嫌いが見られると主
張されると[11号 1997年1月: 4]、Anise投稿者か
らは、GIDは「心の病気」ではなく「生まれつ
きの障害」ではないかという「仮説」が述べら
れ、マスコミが「心の病気」と公表することで
GIDが「精神障害」と結びつけられて「新たな
差別が生じる」懸念があったのだと説明される
[13号 1997年: 20]。別の観点では、医療措置を
受けるために医学的な定義づけはやむを得ない
としつつも、TSを障害とすることで社会にお
ける男女の正常性が境界づけられ、「“フツー
の”男女の枠には納まり切れない者達(自分を
含めて)にとっては、非常に都合が悪い」[14号 
1997年10月: 14]と主張される。
　このようにトランスジェンダーは、医学的な
身体加工をおこなうことを正当化しようとしつ
つ、TSがGIDという「精神障害」「精神病」に
結びつけられることに対しては複数の論理のも
とで困惑や反発を示していた。

Ⅴ.2．性別移行の論理と「男である」ことの解釈
　加えて、カウンセリングを経てホルモン療法
や手術をおこなうというルートを定めたガイド
ラインが性別移行の解釈を規定し、そのもとで

「男である」ことが意味づけられていく仕方が

読み取れた。
　まずSRS概念のもと、「性転換」という表現
は批判的に捉えられるようになる。ある投稿者
は「性転換」を「どんな者でも性別を変更でき
る感じを持たせるうえ、Fetishisticなイメージ
を強く与えるので不適切」[12号 1997年4月: 5]
だとして、望みの性別に適応して生きている

「TS」が「性別の再指定」の最後の手続きとし
ておこなう「性別再指定手術」と訳している。
虎井も『FTM日本』の用語説明において、

「「性転換」という語自体、当事者とその周辺の
人々にとっては「ヤな感じ」の呼称」[15号 
1998年1月: 1]として、「性再指定手術」や「性
別適合手術」という表現を用いるようになる。
　また性別移行のルートが制度的に定められる
と、ホルモンを打つことや手術することが規範
的なふるまいとされていく。虎井のように、男
らしさではなく、一貫して身体的違和感の解消
について論じる者もおり、あるべき性器の不在
に苦しむ人のために疑似ペニスの商品紹介もお
こなわれてきた。だがこれは他者の視線を意識
し、股間の「ふくらみ」を演出する試みでもあ
る。

　体をイジッテなくホルモンもしないで自分
は男性として通用しているといわれますが、
そんなことは絶対にありません。ただ可哀想
にとか何とか思って、直接その人にはいわな
いだけです。[15号 1998年1月: 17]

　ここで投稿者において医学的な身体加工を進
めることは、「男性として通用」するという、
他者による性別判断とも関わることとして理解
されている。これは鶴田[2009]が指摘したよう
な、外見において一瞥で反対の性別に見られる
ことを重視する主張だと言える。
　このような性別移行の規範は同時に、ホルモ
ン療法や手術をおこなうことへのためらいも可
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視化している。すなわち「TSかTGか」の揺ら
ぎを肯定すべきだという主張[24号 2000年4月: 
2-5]や、以下のように、「TG」「TS」といった
カテゴリーに拘泥しない個別的な人間性が重要
なのだという主張もなされるようになる。

　男か女かという、二者択一の心理をもって
いるのが、TGであったり、TSであったりす
るのではないかと思います。それは、性差と
いう範囲内で、自分はこうでなければいけな
いというとらわれの心理をもっているという
ことだと思います。‥‥‥人間として、どう
生きるべきか、自分らしく、本当の意味での
本来の自分を模索してみるのもいいと思いま
す。[17号 1998年7月: 19]

　同様に、自らの好むジェンダー表現を重視す
る主張も見られるが、それでも身体的な性別移
行が必要とされるとき、精神科医によって

「男」と判断されるかどうかが懸念されやすい。
例えば、以下のFTMの投稿者は「きれいな服
や長い髪が好き」だとして「自分らしさ」を主
張する。

　カウンセリングを受けるとき、これらの理
由で「お前は女だ」ときめられてしまいはし
ないかと…それが怖いのです。よっく考えれ
ば、こんな風な男性だってそこらへんを歩い
ています。……男らしさ、女らしさなんてカ
タにはまったことより、自分らしさが大切だ
と思うんだけどな。[8号 1996年4月: 19]

　投稿者は長い髪の男性もいると語るが、自分
らしさの表出によってカウンセリングの場で精
神科医から「女」だと判断されるのではないか
という恐れを同時に抱いている。別の号でも投
稿者は「精神科での正しい立ち居振る舞い」を
知りたいと述べており[10号 1996年10月: 15]、

医学的な身体加工をする場合、精神科医による
判断を無視できないことが読み取れる。
　加えて「男である」ために規範的なふるまい
となるのは、性的指向が異性に向くことでもあ
る。吉野[2020]は診断の場で医師から性的指向
を聞かれることを挙げ、FTMであれば女性好
きであるべきだという異性愛規範が存在してい
たと述べており、同様の記述は『FTM日本』
にも見られる。性自認と性的指向が明確に区分
すべきカテゴリーであることは1990年半ばから
強調されているが、「セクシュアリティがはっ
きりしないのは反発を買いやすい」[14号 1997
年10月: 13]、「“女が好きだからFTM”“男が好
きだからMTF”という立場を取る方だってい
る」[26号 2000年10月: 9]として、異性への性的
指向によって自らの性別を再認するような事態
が見られる。
　ただし性的指向に関しては、虎井は両性愛的
であることを表明しており(虎井[2000])、2001
年からゲイ団体「すこたん企画」の協力のもと、
ゲイ男性にアンケートを実施し、元女だった

「男」を恋愛の対象として受け入れるかどうか
尋ねる企画をおこなっている。この企画では性
器に興味がなく「男」に見えればいい、本物の
ペニスが必要などの「男である」ことの多義性
が可視化され、『FTM日本』はじまって以来の
FTM読者からの大きな反響を呼んだという。
　このようにガイドラインの影響のもと、医学
的身体加工の進め方や、ジェンダー表現や性的
指向との関連から「男である」ことが解釈され、
同時にジェンダー規範に沿わない性のあり方に
関する主張も可視化された。

Ⅵ． 特例法成立とGID 概念の普及がもた
らす性別移行の規範：2001 年から
2010 年頃まで

　本章では、2001年頃から進められる戸籍上の
性別変更に向けた活動と特例法成立後のトラン
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スジェンダーの活動の展開とその反応をまとめ
(Ⅵ.1.)、社会的認知が高まるGID概念のもとで
性別移行をめぐる規範が生じていた仕方を論じ
る(Ⅵ.2.)。

Ⅵ.1． 戸籍上の性別変更を目指す活動と特例法制
定

　まず2001年頃からの『FTM日本』の投稿か
ら、戸籍上の性別訂正をめざす専門家の動きと
トランスジェンダーによる両義的な反応が現れ
た仕方をまとめる。
　すでに1990年代末には戸籍上の性別変更を見
すえていた虎井は、「ダメ元かもしれないが世
論を喚起する」ために、神戸学院大学法学部教
授であった大島俊之の後ろ盾のもと、2001年か
ら戸籍訂正のための「全国一斉申し立て運動」
を始める[27号 2001年1月: 2-3]。大島も手術を
終えた当事者に申し立てをおこなうよう呼びか
け、深刻な苦痛に基づき、恣意的な趣味嗜好に
よるものではないことなど、申し立ての際に主
張すべきことを説明している[28号 2001年4月: 
4-5など]。
　この申し立ての文書作成のため、小中学校の
GIDであるがゆえのいじめや自殺未遂の体験談
が誌上で募集され、読者の協力を得て関連する
数多くの自伝的な文章が企画「Fight!」として

『FTM日本』誌上でも連載される。これらの文
章は、GIDであることへの家族など周囲の人々
からの強い偏見と、就職において生活上のジェ
ンダーと戸籍上の性別が異なることで生じる困
難を可視化することにもなった[33号 2002年7
月: 24-25など]。そこでこのような状況を問題
視していた虎井や『FTM日本』購読者らは、
GIDの問題に協力的な南野厚生労働副大臣に対
して、GID当事者に対する保険証の性別記載の
訂正や就労差別に関する指針の策定などを求め
る活動もおこなっている[29号 2001年7月: 5]。
　ただし大島や虎井らの申し立て運動に対して、

トランスジェンダーの反応は一枚岩ではない。
一方では、「先生が示してくださった熱意に、
いったい私たちはどこまで応えることができる
のでしょうか」[34号 2002年10月: 4]などと大島
への賛同が示されている。戸籍上の性別変更そ
のものの必要性は、この申し立て運動以前から、
以下のように指摘されていた。

　いくら自分らしく、といっても「帰属」を
ないがしろにされては問題解決したことには
なりません。「男という帰属をみたした上で
の自己実現」でないとならないわけです。
[24号 2000年4月: 4]

　この投稿者が念頭に置くのは、ジェンダーに
よる抑圧からの解放を目指すジェンダーフリー
の主張との差異化である。「自分らしさ」とい
う表現は創刊当時から誌上に見られるが、これ
はカテゴリーのもとで表せない個別性という意
味であるとは限らない。ここでは、ジェンダー
フリーの言説における「自分らしさ」は結局の
ところ社会的なジェンダーの水準における自己
実現を意味しているが、「TS」を名乗ってきた
者の「自己実現」は、割り当てられた性別の

「帰属」の変更を経てからしか達成できないの
だと主張されている。
　他方で、戸籍上の性別変更の重要性を認めつ
つも、運動の性急さや手術を要することへの懸
念もまた表明されている。

　法的な性別変更を望むなら、必ずSRSを受
けなければならないという状況を作ることが、

「性別の変更は望むがSRSは必要ない」と考
える人を、不必要な手術に駆り立ててしまう
危険性も考えなくてはなりません。[28号 
2001年4月: 7]

　とくに投稿者が懸念するのは、ほとんどの
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FTM当事者が手術前で「正規就職が困難にな
り、経済的にも極めて厳しい状況」にあり、
SRSをおこなうことが難しい状況にあることで
ある。にもかかわらずSRSを法的性別変更の要
件にすることは、FTM当事者を不必要な手術
に駆り立ててしまうのではないかと危険視され
ているのである。
　この申し立ては2003年７月までにすべて敗訴
するが、立法による解決に可能性が見出されて
いく。鶴田[2009]も述べるように、2001年10月
からのFTM当事者を取り上げたドラマ「３年
B組金八先生」第６シリーズの放送、2002年３
月のFTMの競艇選手のカムアウトなど、2001
年後半から2002年において世論を喚起する出来
事が重なる。また2002年９月には小金井市議会
がGIDの性別訂正に道を開くべきとする意見書
を決議し、これは各地域に公的書類の性別の書
き換えや性別欄の撤廃を陳情していく動きにつ
ながった [35号 2003年1月: 3-4]。2003年から虎
井は「naoのそらいろリボン運動」に参加して
国会への陳情活動をおこない、３月にTNJや

「性同一性障害をかかえる人々が、普通に暮ら
せる社会をめざす会」(gid.jp)とともに戸籍上の
性別の訂正・変更に関する要望書を提出し、７
月に特例法は与野党全会一致で成立する(野宮
[2004]) ⑹。
　特例法成立前後から『FTM日本』にインタ
ーネット上の交流サイトの宣伝が掲載されるこ
とが増え、アテンド業者サイトを介してタイで
手術をおこなう体験記が載るなど、トランスジ
ェンダーが利用できるネットワークが多様化し、
2003年以降『FTM日本』誌上の投稿者数は減
少していく。だがGIDをめぐる活動は、特例法
成立をゴールとするものではない。虎井は

「GIDについて未知である人を減らしていくこ
と」をテーマとして、「人権問題」として語ら
れるようになったGIDを広めていくべく他の障
害者団体や性教育団体とも協働すると述べてい

る[39号 2004年1月: 2-3]。すなわちGIDをめぐる
活動の力点は、講演活動や、北海道、北九州、
富山、和歌山など地域ごとのグループの活動、
個人レベルでの「各都市への「公文書からの出
来うる限りの性別欄削除」の陳情活動」[54号 
2007年10月: 15]に移っていく。

Ⅵ.2．GID認知の拡大のもとで生じる困難
　では2003年以降、GIDの認知が拡大していっ
たことは、トランスジェンダーが性別移行や自
己像を解釈する仕方にいかなる影響をもたらし
たのか。
　まずトランスジェンダー間でのやり取りに見
られる変化として、特例法が成立する頃には

「TS」「TG」という区分について投稿者間で議
論されることはなくなり、「GIDである」こと
を肯定的なアイデンティティとして捉える当事
者の傾向が読み取れる。

　「病気である」と確定したことが、自慢に
なるなんて通常はあんまりない。‥‥‥

「GID ってのは俺のようでないと診断が出な
い病気なんだぜ」ってその病気の模範みたい
に吹聴する奴がいたら、ちょっと不気味では
ないか？ [37号 2003年7月: 21]

　ここからはGID概念のもと戸籍上の性別を変
更して生活する希望が見出され、「GID」の診
断が「病気」であるにもかかわらず、社会的に

「男である」ことを証明するような肯定的な意
味合いを当事者にもたらすようになったことが
窺える。『FTM日本』上ではGID概念への批判
をトランスジェンダー概念のもとでおこなう実
践(高橋[2008], 山田[2020])は見られないが、投
稿者のようにGIDが肯定的なラベルとされるこ
とへの違和感は表明されている。
　また石井[2018]も指摘するように、「男／女ら
しさ」を追及しないトランスジェンダーも可視
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化されるようになる。例えば、1990年代末に
「FTMTSであって、ホストまがいの格好のつ
けかたをする者、逆にMTFTSであって美容整
形手術に没頭する人々」[22号 1999年10月: 25]
の存在を指摘していた投稿者は、「現在の
FTM・MTFの人々は極めて自然体に近い人も
いる」[54号 2007年10月: 14]として「男／女ら
しさ」の変化を読み取っている。これはTGの
語句説明において2004年10月から、「異性の性
役割を持ちたい人(あるいは「男でも女でもな
い」「男でも女でもある」という意識を持つ人
もいる)」[42号 2004年10月: 1]として、男女を
自認しない人の存在が指摘されるようになった
ことからも窺える。
　ただし「男でも女でもない」意識の可視化は、
身体を手術によって加工することがGID当事者
において規範的なふるまいとされたことの反映
でもあると考えられる。あるFTMの投稿者は、

「なんでホルモンやらないの？なんで胸とらな
いの？なんでSRSしないの？」とほかの当事者
から尋ねられるが、投稿者の「FTM観」「GID
観」は手術を目指す方向性とは異なると述べ、

「女扱い」されることで生じる「社会的違和の
負担を軽くするため」に「名の変更」を望み、

「女体でも精一杯男として生きて」いくという
生き方のモデルになりたいのだと主張している
[35号 2003年1月: 32-33]。MTFにおいても、「一
般的、社会傾向として、手術が終わらなければ
性同一性障害とは認めないといった風潮が現わ
れてきている」[44号 2005年4月: 27]と指摘され
ている。実際わずかに見られる「中性的」な投
稿者の文章にも「どっちつかずの僕。中性的な
人間はどこへ向かって生きていけばいいの？」
[54号 2007年10月: 29]とあり、かれらが不安定
な状況に置かれていることが窺える。
　他方で、GID当事者として社会的に受容され
ることは、男女の二値的なジェンダー概念を受
容するトランスジェンダーにも性別移行をめぐ

る異なる葛藤をもたらしうる。2003年以降、不
登校だったFTM当事者が学校でカミングアウ
トして男子生徒として生活するようになった経
験や、職場でのカミングアウトをおこなった経
験も投稿されるようになる。だがこれはトラン
スジェンダーの生活上の困難を取り除く一方で、
学校や職場において「普通の男」ではなく

「FTM」あるいは「GID」当事者として認識さ
れうることを意味してもいる。

　数々の運動によって性同一性障害は知られ
るようになりましたが、それは「性同一性障
害者」として理解されただけで、2002年の住
民基本台帳ネットワークシステム稼働後は社
会システム的にクローズフルタイムができな
くなりました。それでも「普通の男」として
働きたくて「雇用者側には知られずに希望の
性で働ける」方法を若いFTMが求めている
ことも現実なのです。[51号 2007年1月: 19-
20]

　ここで投稿者は、1990年代までは「GID」で
あることを隠したまま「普通の男」として、す
なわち出生時割り当てられたジェンダーと同じ
ジェンダーを生きるシスジェンダー男性として
働くことが「サバイバルスキル」となっていた
が、GID概念が普及してから「GID」当事者と
して周囲の人々に理解されてしまう可能性が生
じたのだという。このFTMの投稿者は、年金
を受給する際に生じうる制度的な問題を避ける
ために、雇用者にトランスジェンダーであるこ
とを知られずに働こうとする「若いFTM」に
も戸籍上の性別と外見のジェンダーが合致しな
いことを説明することを勧めているという。だ
が投稿者自身においても、「FTMの活動家」と
しての可視化が「男性」としての地位向上を望
む「自分らしさ」と矛盾してしまうという困難
が生じている[57号 2008年: 10-11]。



32

　このように特例法以後、GID概念が世間で可
視化されたことは、一部のトランスジェンダー
が望みの性別で生きていくことを可能にした一
方で、「普通の」男性として生きたい人にはカ
ムアウトのジレンマを生じさせたほか、手術を
しない人が当事者間で批判され、生き方を模索
していることが読み取れた。

Ⅶ．考察
　本稿では、『FTM日本』誌上におけるトラン
スジェンダーの語りから、GIDをめぐる制度化
が進む1990年代中頃から2010年頃、トランスジ
ェンダーが性別移行を多義的に解釈してきた変
遷を明らかにしてきた。最後に本章では分析結
果をまとめ、先行研究に対する意義を述べる。
　まずGID医療が導入される1996年以前には、
MTFにおいて「性転換」後に生じる社会的困
難の解消が、FTMにおいて「オナベ」ではな
く「普通」の男として生きていくことが主張さ
れていた。GID概念が導入された1996年から
2000年頃においては、この概念が「精神病」と
結びつけられることへの反発やとまどいが、差
別への反対など複数の論理から主張された。ま
たGID医療のガイドラインは、ホルモン療法の
実施や異性への性的指向などの規範的なふるま
いを形成すると同時に、人々の個別性の主張を
も可視化した。
　さらに2001年から2010年頃には、戸籍上の性
別変更をめぐる活動において、性別の「帰属」
に焦点化する点でジェンダーフリーからの差異
化がおこなわれ、専門家との協働が進められた
一方、手術要件に対して当初から批判も寄せら
れたことが示された。特例法成立後には社会的
なGID認知の高まりのもと、GIDが肯定的アイ
デンティティとされ、学校や職場でトランスジ
ェンダーがGID当事者として受容されやすくな
ったが、GID当事者間で手術をおこなうことへ
の圧力が強まり、手術しない人や「中性」的な

自認をもつ人が生き方を模索する声も可視化さ
れていく。
　先行研究では、主にMTFにおける実践が歴
史的にたどられてきたが(三橋[2000, 2010], 
Mclelland[2004])、日本においては1990年代か
らのトランスジェンダー、とりわけFTMにお
けるミニコミ誌上での実践の変遷はほとんど分
析されてこなかった。対して本稿は、男女の帰
属を自明視せずにカテゴリー化の実践を探る
(鶴田[2009])という関心を引き継ぎ、新たなカ
テゴリーのもとで可能になる人々の経験の歴史
的展開(Hacking[1986=2000])がGIDをめぐる制
度化のもとでどのように見出されたのかを、特
にFTMの実践から探った点で意義をもつ。
　具体的にはまず、カテゴリーへの同一化から
個別性へという一貫した自己像の変遷の記述
(石井[2018: 143-190])が捉え損ねてきた、GIDを
めぐる制度化のもと当事者が「普通」の女／男
であるべく性別移行を意味づける多義的な実践
の展開を描き出した。GID医療化以前に「普
通」の女／男であることが希求されたのは、

「性転換」を経て生きることが特殊化され、社
会的選択肢が制限されることへの抵抗の試みで
あった。ガイドラインの影響のもとで、FTM
当事者はホルモン療法や手術、女性への性的指
向を「男である」ために必要なこととして解釈
していたが、同時に個別的な性を「自分らし
さ」として表現しようとする動きもすでに生じ
ていた。また特例法制定後にはGID概念が普及
し、職場での性別移行が好意的に受容されるよ
うになったとの指摘もあるが(鶴田[2016])、他
者によるGID当事者としての理解と「普通の
男」という自己認識との間での葛藤がなお存在
することも示された。
　加えて本稿では、トランスジェンダーがGID
概念をいかなる仕方で受容してきたのかも明ら
かになった。トランスジェンダー概念のもとで
見落とされるような、GID概念の当事者による
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アンビヴァレントな受容を検討すべきとする山
田[2020]においても、当事者の経験の語りに基
づく通時的な検討はなされていない。対して本
稿はGID概念を受容する当事者の語りを多く含
むミニコミ誌上の記述から、GID概念の導入時
には治療を正当化しつつ「精神病」との差異化
がなされ、世間でのGID認知が高まる2002年頃
からは、GID概念が肯定的なアイデンティティ
とされると同時に身体的治療との結びつきを強
め、身体加工しない人を周縁化していった変遷
を描き出した。これはGIDをめぐる制度化の局
面に応じたGID概念の解釈実践とその帰結を明
らかにした点で意義をもつ。
　さらに、先行研究が議論の前提としてきた

「GID」と「トランスジェンダー」を二項対立
的に捉える解釈枠組み(高橋[2008], 山田[2020])

が『FTM日本』誌上で見出されなかったこと
は、媒体やグループによって異なる実践がなさ
れていることを示唆している。『FTM日本』誌
上では、他のグループや個人に見られた性別二
元制への抵抗(武内[2020])や多様な身体の形の
受容(吉野[2020])といった動きも、かすかな形
でしか現れていない。他方で、FTMにおいて
異性愛が規範的であるにもかかわらず、2000年
頃の誌上で虎井が主体となり、ゲイ男性が
FTMを恋愛対象としうるかを探る企画がおこ
なわれた側面もある。それゆえ、『FTM日本』
誌上での実践と、他のグループやテクスト上、
インターネットサイト上での活動との関係をふ
まえて性別移行をめぐる概念の使用をさらに検
討していくことが今後必要となるだろう。

付記

　本稿はJSPS科研費(特別研究員奨励費・課題番号19J21506)の助成による研究成果の一部である。

註

 1．FTM(Female to Male)やMTF(Male to Female)は、出生時に割り当てられたジェンダーと、その人が生き

ている／生きようとするジェンダーを指す表現として当事者によって用いられている。これらはそれぞれ近

年ではトランス男性、トランス女性と表記されることもあるが、本稿では1990年代から2010年代に当事者間

で頻用されたFTM、MTFという表現を用いる。

 2．FTM Newsletterは米国のFTMゲイであるLou Sullivanが1986年から発行した雑誌であり、米国において

FTM関連の出来事の情報源となっていた(Stryker[2017: 124-128])。

 3．『FTM日本』を引用する際は、[号数 出版年月: ページ数]のように表記し、関連する別の雑誌を引用する際

は、号数の前に雑誌名を記す。

 4．『FTM日本』は立教大学共生社会研究センター所蔵の40号分を参照し、残りの20号分は『FTM日本』購読

者であった研究協力者から入手した。

 5．1990年代後半には「インターセックス」「半陰陽」の当事者も『FTM日本』に団体広告を載せ、「自己性別

自認の多様性を社会に認めさせ」る側面からGID当事者との協働を模索していた[7号 1996年1月: 24]。

 6．特例法の手術要件や子どもがいないことを求める要件は、吉野[2020]など多くの論者によって批判されてい

る。虎井は子をもつ当事者を切り捨てることに関して「壮絶なやり取り」があったが、「性教育への干渉が

厳しくなっている」時期に、何もないところから要件のゆるい特例法を求める運動をおこなう見通しは暗い
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として [37号 2003年7月: 3]、３年後の見直し条項がついたためによしとしたのだと述べる。
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Multiple Interpretations of “Gender Transition” under the 
Institutionalization of “Gender Identity Disorder”:

The Practices of Transgender People in “FTM Nihon” Magazine in Japan

TAKEUCH I  K y o k o

This study presents the multiple interpretations of gender transition under the institutionalization 

of “Gender Identity Disorder (GID)” in Japan. Previous studies have indicated a coherent narrative 

transition along the timeline from the identification of “GID” and binary gender to the acceptance of 

individuality or the importance of depicting an ambivalent interpretation of “GID” among transgender 

people. However, they have not clarifi ed the changes during the multiple interpretations of “GID” and 

“gender transition.” This study, therefore, analyzed all 60 issues of “FTM Nihon,” which was a magazine 

mainly read and written by transgender men from the 1990s to 2010. 

Our results revealed that, when “GID” was first introduced, it was differentiated from “mental 

illness” while justifying medical treatment. Under the infl uence of “GID” guidelines, transgender people 

interpreted hormone therapy and surgery as necessary for “gender transition.” In addition, when public 

awareness of “GID” increased from around 2002 onward, “GID” became a positive identity, but at the 

same time, it has become increasingly associated with physical treatment, marginalizing those who do not 

undergo surgery. It was also suggested that the confl ict between being accepted as “GID” and being a 

“normal” man still exists even after the concept of “GID” became popular.




